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許 認 可 等 の 内 容 行為の許可 

根 拠 法 令 及 び 条 項 新座市都市公園条例 

第１１条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしよう

とする者は、市長の許可を受けなければならない。 

⑴ 行商、募金その他これらに類する行為をすること。 

⑵ 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。 

⑶ 業として写真又は映画を撮影すること。 

⑷ 興業を行うこと。 

⑸ 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのため

に都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。 

２ 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場

所その他参考となる事項を記載した申請書を市長に提出しな

ければならない。 
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条文中の⑴から⑸までを例示すると次のとおりであ

る。 
⑴ 「行商、募金その他これらに類する行為」とは、

リサイクルマーケット、バザーなどが例として挙
げられる。物品販売については、①街区公園及び
緑地については、面積、整備形態などが物品販売
を行える状況ではないこと、②許可する店舗数、
許可する場所の特定が困難であること、③当市の
公園管理体制は、ゴミ箱の撤去、ゴミの持ち帰り
等ゴミ減量を推進しており、物品販売を許可した
場合、新たなゴミの発生と処理の問題が想定され
ること、④市内の公園周辺には小売店等の販売店
が既にあり、公園利用者に不便を来している状況
ではないことなどから原則として許可しない。 

リサイクルマーケット、バザーの許可について
も、不特定多数の集合が予想されるため、新座市
町内会等補助金交付要綱第２条に定める町内会等
（以下「町内会等」という。）の同意や公園周辺へ
の配慮、駐車場の確保等相応の条件を満たした場
合とする。個人やグループでの使用については、
開催に伴う対応が困難になることが予想されるた
め認めない。 

リサイクルマーケット開催を業とする使用許可
は認めない。 

ただし、次の場合は、特例として物品販売を許
可する。 
ア 有料の公園施設を有する都市公園（新座市総
合運動公園及び新座市栄緑道）において、大会
及び競技会（以下「大会等」という。）の開催時
に出店する場合であって、以下の全てに該当す
るとき。 
 申請者が新座市都市公園条例施行規則第 

１５条に掲げる使用料の減免を受けた場合で
あって、申請者自らが販売を行うとき（個人
は不可）。 

 大会等の出場者に対し、道具等のメンテナ
ンス及び選手のケアを行うコーナーを併設す
ること。 



 大会等における物品販売に限ることとし、
販売する物品は大会等に関係するものである
こと。 

 利益を求めない安価な価格で販売するもの
であること。 

 他の公園利用者の妨げとならない規模の店
舗面積であること。 

 問題が生じた場合は、申請者が責任を持っ
て対処すること。 

イ 一般社団法人新座快適みらい都市会議及び柳
瀬川ふれあい祭り実行委員会が主催するイベン
トにおいて、主催者から申請があったとき。 

ウ 町内会等が主催する夏祭り等の事業におい
て、町内会等自らが出店するとき、又は町内会
等が認めた店舗を出店するとき。 

エ 市内の商工会・商店会が主催し、又は協力す
る事業において、主催者自らが出店するとき、
又は主催者が認める店舗を出店するとき。 

オ 本市が実施及び後援する事業であって、次の
いずれかに該当するとき。この場合において、
物品販売に関する許可は不要とする。 
 シティプロモーションの推進に寄与するも

の又は市内の経済振興の活性化及び地域活動
の推進に資するものであって、関係各課から
依頼があった事業において、同課が認めた店
舗を出店するものであること。また、利益が
生じた際は、市に寄附すること。 

 公民館まつりに係る事業において、教育委
員会が認めた店舗を出店するものであるこ
と。 

「募金」とは、歳末助け合いなど公共の福祉の
ために行う募金活動等であり、事前に市に届出を
行った場合とする。 

使用許可に際しては、広場等の２分の１以内の
範囲での使用に限るものとする。ただし、公園を
含む地域一帯で行われる催事等の場合は、駐車場
確保対策や交通規制等が総合的に行われる場合に
限り、公園全体の使用を認める。 

⑵ 「火気の使用」は、市長の許可に係らしめてい
るが、市内の公園及び児童遊園の面積や立地条件
の関係から火気（花火、キャンプファイヤー等）
を使用することにより、周辺住民への影響が大き
いこと、また、個人による火気の使用については、
不測の事態に際しての対応が困難になるおそれが
考えられるため原則として認めないものとする。 

なお、次の場合は、特例として火気の使用を認
める。 
ア 市の事業、町内会等事業、地域防災訓練、教

育活動その他公益性の高い事業の一環として火
気を使用するとき。 

イ 栄緑道内で桜の開花期間中（終日門扉を開口
している間）に限り、食材の加熱等に限定した
裸火（コンロ、ガス器具等を使用せず、火の飛
散防止、即時片づけができない状態で使用する
火をいう。以下同じ。）ではない火気の使用につ
いて、管理事務所に事前の届出を行い、届出者
の責任において火気の使用と後始末を実施する
とき。 

ウ 総合運動公園内で市民体育祭等の行事日に限
り、公園施設（野球場、陸上競技場等）外にお
いて、食材の加熱等に限定した裸火ではない火



気の使用について、管理事務所に事前の届出を
行い、町内会等団体の責任において火気の使用
と後始末を実施するとき。 

⑶ 「業として写真又は映画を撮影すること」につ
いては、①撮影自体が直接営利目的とはならない
こと（参加費用等を徴収しない）、②市のイメージ
アップにつながるもの、③他の利用の妨げとなら
ないこと、④公園の損傷等がないこと、⑤終了後
の片づけ、清掃体制が明確になっていること、⑥
市の事業、町内会等事業、教育活動その他公益性
の高い事業であることなどから使用料の徴収を含
め総合的に判断する。 

⑷ 「興業」を行うことについては、施設が興業を
行うように整備されていないので、認めない。た
だし、有料施設での目的外使用は、公共の福祉の
増進に寄与すると考えられる場合、公益性が高い
と考えられる場合その他市長が特に認める場合に
ついては、行為許可で対応する。 

参 考 事 項 
 リサイクルマーケット開催のための公園、児童遊園等

の使用許可に際しての具体的な内容確認（申請時） 

設 定 等 年 月 日 平成１１年７月１日設定（令和元年１０月１日最終変更） 

標
準
処
理
期
間 

標準処理期間 

（ 未 設 定 の 場

合はその理由） 

総日数 ７日 

設 定 等 年 月 日 平成１１年７月１日設定（平成 年 月 日最終変更） 

 


